
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託 

及び座間市地下水総合調査事業委託公募型プロポーザル実施要領 
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１．趣旨 

  この実施要領は、令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託及び座間市地下水総合

調査事業委託を実施するにあたり、受託候補者を公募型プロポーザル方式により選定するため

に必要な事項を定めるものとする。 

  なお、本プロポーザルにより契約を確定するものではない。 

 

２．業務の概要 

 ⑴ 件名 令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託及び座間市地下水総合調

査事業委託 

 ⑵ 目的   ①座間市地下水保全基本計画改定業務委託 

「座間市地下水保全基本計画」（以下、「基本計画」という。）の改定のため、

「座間市の地下水を保全する条例（以下、「条例」という。）」に係る事業の進捗

と地下水保全効果を検証する。また、今後の地下水保全に向けて必要な具体的

事業内容を検討し、令和６年度、７年度の２カ年で基本計画の改定版を作成す

るにあたり、高度な知識、専門的技術・経験を有する事業者に支援を得ること

を目的とする。 

②座間市地下水総合調査事業委託 

基本計画の改定に資する２ケースの水循環解析を三次元水循環解析モデル

（GEneral purpose Terrestrial fluid-FLOW Simulator, 以下「GETFLOWS」

という。）を用いて令和６年度の１カ年で実施するにあたり、高度な知識、専門

的技術・経験を有する事業者に支援を得ることを目的とする。 

 ⑶ 契約期間 契約締結日から令和８年３月３１日まで（予定） 

 ⑷ 業務内容 別紙の「令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託及び座間市地下水

総合調査事業委託仕様書」のとおり 

 

３．予算限度額（予定）（消費税含む） 

   令和６年度   １７，０４９，０００円 

令和７年度    ８，５７１，０００円 

  <内訳> 

  ①座間市地下水保全基本計画改定業務委託 

   令和６年度   １１，２１９，０００円 
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令和７年度    ８，５７１，０００円 

②座間市地下水総合調査事業委託 

令和６年度    ５，８３０，０００円 

なお、当該委託に係る予算の議決が得られないときは、契約事務手続を行わない。また、

この場合において市はいかなる責も負わない。 

 

４．参加資格要件 

  次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

 ⑴ 令和６年２月１日時点で、座間市入札参加者名簿に営業種目「都市計画及び地方計画」、「地

質」及び「建設環境」の全てに登録されている者であること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

 ⑶ 法人税（個人事業者にあっては所得税）、消費税、地方消費税、事業税若しくは都道府県民

税又は市内に事務所若しくは事業所を有している者にあっては、市・県民税、固定資産税若

しくは都市計画税を滞納していない者であること。 

 ⑷ 座間市競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱（平成２４年座間市告示第２９号）に基

づく停止措置を受けていない者であること。 

 ⑸ 座間市暴力団排除条例（平成２３年座間市条例第２４号）第２条第２号に規定する暴力団、

同条第４号に規定する暴力団員等もしくは同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は

同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。 

 ⑹ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は第２項

の規定に違反していない者であること。 

 ⑺ 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が

確保されるものであること。 

 ⑻ 本業務を円滑かつ確実に遂行する十分な能力及び体制を有している者であること。 

  

５．説明会 

  本プロポ―ザルに関して説明会は実施しない。 

６．参加表明手続 

 ⑴ 提出書類 

  ・プロポーザル方式参加表明書（様式２） 

  ・誓約書（様式３） 

  ・業務経歴書〔過去１０年間〕（様式４） 

  ・プロポーザル方式参加資格確認結果通知書の返信用封筒 １枚 
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 ⑵ 提出先   

座間市くらし安全部生活安全課 

 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

 ⑶ 提出方法 

   持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。 

 ⑷ 提出期限  

２月２６日（月）午後５時１５分まで（必着） 

 ⑸ 参加資格要件の確認結果 

   「プロポーザル方式参加資格確認結果通知書（様式５）」を２月２８日（水）（予定）まで

に郵送する。 

   

７. 提案書等の受付 

   参加資格を有する事業者は、以下のとおり書類を提出すること。 

⑴ 提出書類   

提出書類は以下のとおりである。 

提出書類 内容 

①令和６年度座間市地下水保全

基本計画改定業務委託及び座間

市地下水総合調査事業委託公募

型プロポーザル届出書 

 

・指定様式による（様式６） 

・社名、社判及び代表者印を押印したもの 

②業務の実施体制 ・指定様式による（様式７－１） 

③配置予定者調書（管理技術者） ・指定様式による（様式７－２） 

④配置予定者調書（担当者） ・指定様式による（様式７－３） 

⑤提案書（任意様式） ・様式はＡ４縦として、片面印刷とします。（任意様式ですが、

各テーマ２ページ以内） 

・以下のテーマに対する貴社の考えを記述すること。 

・提案書は、テーマ毎に作成すること。 

・法人名等が分からないようにすること。 

＜テーマ１＞ 

☆地下水の水量と水質に関する計画的な管理と総合的な地下水

保全施策について 

＜テーマ２＞ 

☆「GETFLOWS」を用いた、座間市地下水保全基本計画の改定
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に資する２つの水循環解析テーマ（推奨される２種類のシナリ

オ）について 

⑥見積書 ・提案書の内容に係る見積書（任意書式） 

 金額だけではなく、内訳として座間市地下水保全基本計画改

定業務委託と座間市地下水総合調査事業委託のそれぞれの金

額を年度ごとに記載するほか、単価等を含めた積算基礎を記入

すること。 

 

⑵ 提出先  

  座間市くらし安全部生活安全課 

  〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

⑶ 提出方法 

  ア 上記⑵に記載の提出先に、持参又は郵送すること。郵送の場合は、一般書留郵便又は

簡易書留郵便で提出すること。 

 イ 上記⑴に記載されている指定の様式により、原本１部・原本の写し１０部を提出する

こと。 

⑷ 提出期間  

令和６年３月１日（金）から３月８日（金）（市役所の閉庁日は除く） 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（必着） 

  

８．提案書等に関する質問と回答 

 本件に関して質問がある場合には、令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託及び

座間市地下水総合調査事業委託に関する質問書（様式１）を提出すること。 

 ⑴ 受付期間 

   令和６年２月１５日（木）から２月２０日（火）午後５時１５分まで 

 ⑵ 提出方法 

   質問票に必要事項を記入し、添付ファイルとして、下記⑷に記載の連絡先に電子メールで

提出すること。 

  メールの表題は、「プロポーザルに関する質問（事業者名）」とすること。 

 ⑶ 回答方法 

   質問に対する回答は、２月２８日（水）までに市ホームページに掲載する。 

https://www.city.zama.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/proposal/index.html 

 ⑷ 連絡先 

座間市くらし安全部生活安全課  

https://www.city.zama.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/proposal/index.html
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電話：０４６－２５２－８２１４（直通） 

メール：kankyou@city.zama.kanagawa.jp 

 

９．参考資料の閲覧 

 ⑴ 閲覧期間 

   令和６年２月１５日（木）から３月８日（金）（市役所の閉庁日を除く） 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 ⑵ 閲覧場所 

   事務局の前に閲覧場所を設ける。事務局備え付けの閲覧申請書に必要事項を記入し提出し

てから閲覧すること。 

 ⑶ 参考資料 

   ア 座間市地下水保全基本計画 ※ 

   イ 座間市地下水保全基本計画中間検証 ※ 

   ウ 座間市環境基本計画年次報告書（平成２８年度以降の各年度報告書）※ 

エ 座間市地下水総合調査事業委託報告書（平成２９年度、令和４年度分） 

オ 座間市地下水総合調査事業委託報告書概要版（平成２９年度、令和４年度分）※ 

※については、市ホームページにも掲載しています。（オは平成２９年度のみ） 

https://www.city.zama.kanagawa.jp 

 

１０．評価及び結果通知 

 ⑴ 選定委員会 

   評価は、「令和６年度座間市地下水保全基本計画改定業務委託及び座間市地下水総合調査

事業委託業者選定委員会（以下、「委員会」という。）」を設置し、委員会には委員会設置要領

に規定する委員長を置くものとする。 

 

 ⑵ 評価方法 

  ア 一次審査（書類審査） 

   提出された提案書等に対し、委員会で「様式８－１」に基づき採点を行い、二次審査対象

３事業者を令和６年３月１１日（月）から令和６年３月１２日（火）までの期間に選定す

る予定である。 

  イ 二次審査 

   一次審査を通過した事業者（３事業者）による提案書等についてのプレゼンテーション等

を行い、「様式８－２」に基づき採点を行い、受託候補者を選定する。 

  （ア） 審査日 

https://www.city.zama.kanagawa.jp/
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      令和６年３月１８日（月）を予定している。 

  （イ） 会場・時間 

      詳細は郵送する一次審査（書類審査）結果にて通知する。 

  （ウ） 出席者 

      １事業者３名以内。管理技術者となる方は必ず出席すること。 

  （エ） 発表時間 

      プレゼンテーション（２０分以内）及び提案書の内容等に関する質疑応答（１０分

以内）を行う。なお、プレゼンテーション時にパソコン、プロジェクター、スクリ

ーン等を使用する場合は各事業者で用意すること。 

  （オ） その他 

      二次審査に参加できない場合は、審査の対象から除外する。 

 

 ⑶ 評価における留意事項 

  ア 二次審査の参加者が１事業者であっても審査を行う。 

    審査の結果、この実施要領、仕様書等の内容を満たすと判断した場合、その１事業者を

受託候補者とする。 

  イ 同点の場合は、同点となった事業者について、委員長が受託候補者を選定する。 

   

 ⑷ 結果通知 

  ア 一次審査（書類審査）結果 

   令和６年３月１２日（火）以降に、このプロポーザルへの参加が認められ、提案書を提出

した事業者全員に結果を発送する。 

  イ 二次審査結果 

   令和６年３月２９日（金）（予定）までに二次審査参加者全員に結果を発送する。本市ホー

ムページ上でも公開する。 

https://www.city.zama.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/proposal/index.html 

 

 １１．提案資格の喪失 

   下記のいずれかの要件に該当する事業者は提案資格を喪失する。 

  ⑴ 「４．参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなったとき。 

  ⑵ 市に提出した書類に虚偽の記載があったことが判明したとき。 

  ⑶ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる場合。 

  ⑷ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

  ⑸ 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する等、委員長が失格と認め

https://www.city.zama.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/proposal/index.html
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た場合。 

 

１２．その他 

  ⑴ 本件に参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

  ⑵ 提出書類は日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものについては、そ

の日本語の訳文を付記又は添付すること。又、通貨は日本円とする。 

  ⑶ 提案書の提出は１事業者１提案までとし、提出後の書類の修正又は変更は認めない。 

  ⑷ 提出書類の著作権は参加者に帰属する。ただし、座間市が本件の報告、公表等のために

必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

  ⑸ 提出された書類は返却しない。 

  ⑹ 本件に係る情報公開請求があった場合は、座間市情報公開条例に基づき、提出書類を公

開することがある。  

  ⑺ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、その旨を明記した文書（任意様式）を提出する

こと。 

   

１３．スケジュール 

質問の受付 

（メールで受付します） 

令和６年２月１５日（木）～令和６年２月２０日（火） 

午後５時１５分まで 

参加表明手続締切 令和６年２月２６日（月） 

午後５時１５分まで 

提案書提出締切 令和６年３月８日（金） 

午後５時１５分まで 

一次審査 令和６年３月１１日（月）～令和６年３月１２日（火）

まで 

二次審査 令和６年３月１８日（月）（予定） 

契約事務手続 令和６年４月中旬（予定） 

 

１４．事務局 

   座間市くらし安全部生活安全課（座間市役所 ４階） 

   住所：〒２５２－８５６６ 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

   電話：０４６－２５２－８２１４ 

   メール：kankyou@city.zama.kanagawa.jp 

 

mailto:kankyou@city.zama.kanagawa.jp

